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● 風邪の症状や37.5 度以上の発熱が4 日以上※続く（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
　※高齢者、妊婦、基礎疾患がある人などで、症状が出て気になる場合は日数に関わらず。

● 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、一人ひとりが「自分が感染を拡大させてしまう
かもしれない」という意識で対策を行ってください。

・特に感染リスクが高まる３つの条件（密閉空間・密集場所・密接場面）を徹底的に回避する。
・「うつらない」、「うつさない」ようにマスクの着用を徹底する。
・不特定多数が触る可能性がある物（つり革、ドアノブなど）を触った場合は、必ず手洗いをする。
・人と接する場合は、可能であれば２メートル程度の距離を保つ。

※医療機関、スーパー、コンビニエンスストア、金融機関などの県民生活の維持に必要な施設は営業さ
れることから、買い占め行為を慎み、冷静な行動をお願いします。

※国の緊急事態宣言対象区域の７都府県への往来は自粛し、不要不急の帰省や出張、来訪等を控えてく
ださい。やむを得ず往来があった場合は、体温測定など健康状態を注意深く観察してください。

（医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、職場への出勤など生活の維持に必要な場合を除く）

岐阜県「非常事態」総合対策より

ストップ！ 新型コロナ

〝やむを得ず″ 外出しなければいけない時は…

こんな場合は…

不要不急の外出を控えてください！

外出の自粛！「STAY HOME」
人との距離を保つ！「SOCIAL DISTANCING」

可茂保健所へ電話にてご相談ください
☎ 0574 ㉕ 3111（内線 358）

相談時間　８：００ ～ １７：１５
新型コロナウイルス感染症に関する総合窓口で、原則平日（状況に応じて土
日祝も）に開設しています。専門的・具体的な相談（健康、医療、資金繰り、
融資制度、生活福祉資金 など）については、担当部署への案内を行います。

いずれかに
当てはまる時は

新型コロナウイルス感染症に関する 

県民総合相談窓口
☎ 058-272-8198


